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中小企業の

事業承継の全体像とＭＢＯ
～円滑な事業承継のススメ～　　　　　

２００８年　７月　２日（水）

　社員税理士　四方　健策
　　　E-mail:shikata@kyotokeiei.com

　　　http://www.kyotokeiei.com

税理士法人　京都経営　主催

事業承継・相続セミナー　　第一部



2

事業承継対策の大切さ

　日本経済を支える中小企業では、近年経営者の高齢化が進行する一方で、
　後継者の確保がますます困難になっています。　
　また、事業承継に失敗して紛争が生じたり、会社の業績が悪化するケースが多い

経営者の高齢化の進展 後継者確保が困難

魅力ある会社にするための　「事業承継対策」＋「経営計画」

＋

事業承継の現状

やる
成功する

やらない
失敗する

●後継者の経営がスムーズに
●従業員・取引先・地域発展へ
●家庭円満に

●事業が不安定
●雇用失われ、最悪倒産へ
●お家騒動（争族）の危険性

【図１・２】 【図３・４】
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事業承継の具体例　一澤帆布

信夫氏

信太郎氏 信三郎氏 喜久夫氏

一
澤
帆
布

一
澤
信
三
郎
帆
布

■　平成１３年　信夫氏　死去
　　（死去当時の「一澤帆布」の代表取締役は三男信三郎氏）

　　　　遺言⇒長男信太郎氏＋四男喜久夫氏で
　　　　　　　　全株式の過半数を所有

■　三男信三郎氏は、遺言の無効確認を求めて提訴

■　平成１６年１２月　最高裁で棄却

■　臨時株主総会で三男信三郎氏が経営から外れる

■　様々な経緯の結果、

　　　　☆　三男　信三郎氏＋昔からの職人全員
　　　　　　　　⇒新ブランド『一澤信三郎帆布』設立

　　　　☆　長男　信太郎氏＋四男　喜久夫氏＋新職人
　　　　　　　　⇒一澤帆布工業　新体制で営業再開

所有と経営の分離！！

事業承継は、「重要」かつ「複雑」

長男 三男 四男
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相
続
税
法

事業承継は、「重要」　かつ　「複雑」

事業承継の複雑さ 相続 ＋

誰に相談するの？

●争族対策
●節税対策
●納税対策
●遺言書
●生前贈与
●民法
●その他

●会社法
●法人税法
●所得税法
●労働法
●Ｍ＆Ａ
●組織再編
●その他

＝ 経営

（経営権）

●信頼できる人
●能力がある人
●秘密を守る人
●会社を理解してくれる人
●家庭を理解している人
●税法や法律の詳しい人
●信頼できるブレーンもっている
●事業承継の知識・経験ある人
●全体最適をコンサルできる人

（財産権）

信頼できる相談相手・パートナーが必要【図５】
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事業承継の全体像　経営権

社長
（先代）

後継者

経営権

財産権

■　関係者への理解

　　●　後継者候補との意思疎通
　　　　　⇒【社長と後継者の関係４パターン】

　　●　親族・役員・従業員・取引先・金融機関への説明
　　　　　⇒事業承継計画の策定が必須

　　●　将来の経営陣の構成を視野に入れて、
　　　　役員・従業員の世代交代を準備
　　　　　⇒次の役員構成まで視野に入れて

■　後継者教育

　　●　各部門のローテーション

　　●　経営幹部への就任

　　●　経営者からの直接指導

　　●　他社勤務

　　●　セミナー・異業種交流会への参加

経営権の移行は２本柱

魅力ある会社にするための　「事業承継対策」＋「経営計画」
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社長と後継者の関係　４パターン

事業承継に見られる社長と後継者の関係。

４Pattern

Pattern 1

Pattern 2 Pattern 4

Pattern 3

社長

社長

社長

社長 後継者

後継者

後継者

後継者

「早く勇退して」
「まだまだ‥」

「しっかりしてくれよ」
「そういわれても‥」

無関心（装い）状態

支持待ち状態

問題点

＊客観的に見て弊害が起こるのか
＊あせりは禁物
＊退き際は大切

処方箋

＊後継者は自分の事業計画書を社
長に提出する
＊「みなし勇退」を検討する

問題点

＊相続で事業承継が発生した場合
収拾がつかなくなる恐れがある
＊「生活設計」が立たない

処方箋

＊事業計画スケジュール（事業承
継スケジュール）を社長が明確
に後継者に提示する

問題点

＊事業計画が不透明になる
＊時機を逸する対策が出てくる
＊他の相続人との関係が不安定

処方箋

＊その状態がどのような問題を引
き起こす可能性があるのかをお
互いが認識する

問題点

＊事業計画が不透明になる
＊折角のアイデアが陳腐化する
＊時機を逸する対策が出てくる

処方箋

＊その状態がどのような問題を引
き起こす可能性があるのかをお
互いが認識する

どのパターンにおいても、
「従業員への信頼」「銀行への信頼」「取引先への信頼」が揺らぎます。
事業承継への取り組みは、たんに社長と後継者だけの問題ではないのです。
両者が意見を一つのテーブルに出し合うことから始めなければなりません。

Life
Design
Support
Systems

Life
Design
Support
Systems
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（参考）　事業承継計画

経営計画は別に作成

●経営理念
●売上・営業計画
●マーケティング計画
●人事・組織計画
●財務・資金計画など
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次の経営陣のイメージ

株式会社 ○○○○ 将来の経営陣と現場責任者
現状の経営陣と現場責任者を把握した上で
将来の経営陣並びに現場責任者を決定する必要があります。
将来に向けて順次、権限と仕事を移していく必要があります。

Goods No.③①① 2006 Presented by

経営戦略

事業承継

経営陣と責任者

様

代表取締役社長

様

代表取締役社長

様

専務取締役

様

専務取締役

様

取締役（経理・総務担当）

様

取締役（経理・総務担当）

様

会長

様

会長

様

工場長

様

工場長

様

○○責任者

様

○○責任者

様

○○責任者

様

○○責任者

経営陣
現場責任者

QUESTION：

年後
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事業承継の３つの方法

事業承継

親族への承継
承継する内容

１．経営権

２．財産権

３．人　材

（財産権）

魅力ある会社にするため

事業承継計画
＋

経営計画

策定と実行

従業員への承継

Ｍ＆Ａ
（株式譲渡等）

廃業
●後継者も見つからない
●Ｍ＆Ａも成立できず
●傷が深くならないうち廃業
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各承継方法のメリット・デメリット

①価値向上　　　　
秘密保持　

　　情報収集　　　
　　　　

①売り手・買い手の双方の条件満たす可能
性は高くない

②役員解任可能性や従業員解雇の可能性

③仲介会社等の報酬負担が高い

④経営の一体性を保つことが困難

①より広範囲から候補者を選択できる

②現在の社長からみれば多額の現金を得ら
れる可能性もある

③従業員にとっても、より好条件になる可能
性もある

Ｍ＆Ａなど

①後継者育成

②買取条件　　　　
　　　　給料見直
し　　　　　　種類
株式

③銀行交渉　　　　
　　　　価値向上

　　情報収集

①選んだ従業員の経営者としての資質が
問題になるケースが多い

②後継者候補に株式取得などの資金力が
ない

③現在の社長の個人保証が引き継げなかっ
たリ、銀行等の理解がえられない可能性
もある

①親族内だけでなく、後継者候補が増える

②従業員以外に、同業他社からの採用やヘッ
ドハンティングも検討できる

③社内にずっといる従業員に対する承継であ
れば、経営の一体感は保ちやすい

④後継者が成長するまでの中継ぎ承継とし
ても可能

従業員等へ

承継

①後継者育成

②争族対策

　分社化など

③種類株式

　　遺言書

　　遺留分放棄

①心情に負けて経営者としての資質がない
親族に後継者をまかすと後が大変

②兄弟がいるケースは対立が生じやすい

③相続人が複数いる場合、後継者の決定
や経営権の集中が難しい

　　（後継者以外の配慮が必要）

①あらゆる面で、心情的に受け入れやすい

②相続等により財産や株式を後継者に移転
できれば、所有と経営の分離を回避

③後継者を早期に決定し、後継者育成のた
めの長期の準備期間を確保することも可
能

親族内承継

対応例デメリット（問題）メリット

デメリット（問題）が見えれば、解決策を早い段階で時間軸へ落とし、改善するかがポイント
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従業員等への承継の特徴

創業者

現社長

長男 長女

開業医 嫁ぐ

■　現社長の財産などの状況

　　自社株：３億円（相続税評価額ベース）
　　事業用不動産：１億円（本社敷地）
　　現預金：５，０００万円
　　相続税：１億円

　　親族内後継者：不在
　　次期経営陣候補：専務・常務・営業部長

☆　現社長一族の問題点

　　●　相続税を支払うキャッシュがない

　　●　自社株がこの先どんどん分散してしまう

　　●　事業用の不動産が事業に関係のない相続人
　　　　 の名義となる

☆　次期経営陣の問題点

　　●　自社株を買取る資金がない

　　●　事業用資産を買取る資金がない

　　●　所有と経営が分離するとやりにくい

これらの問題解決のため、ＭＢＯを使う
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ＭＢＯとは

■　ＭＢＯとは？

　　ＭＢＯとは、マネジメントバイアウト（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｂｕｙｏｕｔ）の頭文字を取ったものであり、
　会社の経営陣が株主より自社の株式を譲り受けたりすることにより、文字通りのオーナー
　経営者として独立する行為のことを言います。

■　別名　「現代版　のれんわけ」

　　☆　買い手は部内者である経営陣・従業員

　　☆　社風・伝統の継続、ブランドの維持

　　☆　事業や会社への理解度が非常に高い

　　☆　社内従業員へのモチベーションアップ

←　同じ親族外承継でも、
　　Ｍ＆Ａと最も違う部分！！
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今までのＭＢＯ

■　今までのＭＢＯ

　　今までのＭＢＯは、ファンド・金融機関主導型のものがほとんどでした。
　　（新経営陣個人に対する融資等は、保証の関係などから制度なし。）

創
業
者
　
　
現
社
長

新
経
営
陣
・フ
ァ
ン
ド
な
ど

自社株式
事業用資産

キャッシュ

●　自社株が現金化

●　相続税支払い可能

●　創業者利得の実現

●　所有と経営の一致

創業者側の問題点は解決。ただし、ファンドの存在が。。。

一般的に、ＭＢＯファンドは
３年後～５年後の上場又は
Ｍ＆Ａにより投資回収を考え
るケースが多いため、その
部分がネックになることが
多かった。
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経営承継円滑化法の金融支援

■　事業承継にまつわる多額の資金需要の発生など⇒経済産業大臣の認定

個人への融資

親族内 親族外

法人への融資

相続税の納税資金

自社株式の買取資金

事業用資産の買取資金

自社株式の買取資金

事業用資産の買取資金

信用状態の低下による
運転資金

自社株式の買取資金

事業用資産の買取資金

株式の集中対策
代償分割の資金原資

ＭＢＯへの活用
スムーズな経営権の移行
相続税の納税資金対策
代償分割の資金原資

貸付限度：中小公庫　７億２，０００万円、国金　７，２００万円　１５年以内　特別利率
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経営承継円滑化法を活用したＭＢＯ

■　経営承継円滑化法の金融支援を活用したＭＢＯ

　　経営承継円滑化法の金融支援を活用することにより、ファンド等の移行に左右されることなく、
　新経営陣の基、円滑なＭＢＯが期待できます。

創
業
者
　
　
現
社
長

新
経
営
陣
（個
人
）

自社株式
事業用資産

キャッシュ

●　自社株が現金化

●　相続税支払い可能

●　創業者利得の実現

●　所有と経営の一致

中
小
公
庫
・国
金

新経営陣の借入返済のためにも、利益体質の強い会社を作るべき
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ＭＢＯと複合適用が考えられるもの

■　ＭＢＯと複合して適用すれば効果があがると考えられるもの

　　☆　法人を不動産部門と本業部門に会社分割し、本業部門のみをＭＢＯを実施する。

　　☆　経営陣（役員）だけでなく、従業員も含めたＭＥＢＯを実施する。
　　　　 （従業員持株会の設立で同様の効果が得られます。）


